
【 社会福祉法人泉会 行動計画 】 

女性が管理職として活躍できる職場環境整備のため、 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次の通り策定する。 

１．計画期間 

令和４年４月１日～令和９年３月３１日（５年間） 

２．課題 

女性管理職の割合が３１．３％と低い。（令和４年２月現在） 

３．目標 

  課長以上の管理職の女性労働者を１人以上増やす  

４．取組内容 

◎令和４年４月～  目標と取り組みについて職員へ周知。 

  ◎令和４年１０月～ 管理職登用において女性割合を増やす方針の設定。 

  ◎令和５年４月～  女性労働者の多様な職務経験の付与を実施。 

  ◎令和６年４月～  管理職に対する女性部下の育成に関する意識啓発、 

育成計画作成。 

  ◎令和７年４月～  管理職候補となる女性労働者の管理職養成等を 

目的とした育成研修。 

 

【 女性の活躍に関する情報の公表について 】 

＜女性管理職比率＞ 

女性管理職：３５．７％  男性管理職：６４．３％ （令和８年５月現在） 

 

＜男女間賃金差異＞（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

    常勤：９２．２％  非常勤：９７．６％  全労働者：８８．６％ 

対象期間：令和７年度（令和７年４月 1日～令和８年３月３１日まで） 

賃金：基本給、処遇改善手当等の各種手当（通勤手当除く）、超過労働に対する報酬、賞与等含む 

対象職員：常勤・非常勤（再雇用、嘱託職員を含む） 

※非常勤については常勤の所定労働時間（１日８時間）で換算した人員数とする。 

補足：男性管理職の割合が多いため男性常勤職員の総賃金が高い傾向にある。 

 

＜採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）＞ 

常勤職員：３３．３％   非常勤職員：５４．５％  全体：４５．９％（令和８年５月現在） 

 

＜労働者一月当たりの平均残業時間＞ 

常勤職員：１．１時間   非常勤職員：０．２３時間（令和７年４月 1日～令和８年３月３１日） 

 


